
４．連続立体交差事業等の踏切対策の推進

施策の目的

踏切交通実態総点検の結果を踏まえ、社会問題化している「開かずの踏

切」等に対応するため、歩道拡幅等の「速効対策」と連続立体交差事業等

の「抜本対策」の両輪により重点的な踏切対策を進めます。

・歩道拡幅等の速効対策の対象となる踏切は約１，２００箇所

⇒平成１８～２０年度までに約６割の箇所で対策を実施
（平成１８～２０年度までの５箇年で全て対策を実施）

・連続立体交差事業等の抜本対策の対象となる踏切は約１，４００箇所
⇒平成１８～２０年度までに約５０箇所の踏切を除却

踏切除却ペースを２倍にスピードアップ
（平成１３～１７年度の５年間に除却した踏切は約３０箇所）

（１）連続立体交差事業

施策の概要

1)都市部における道路整備の一環として、鉄道を連続的に高架化または地

下化することにより、複数の踏切を一挙に除却し都市内交通の円滑化を

図るとともに、分断された市街地の一体化による都市の活性化を推進

2)機動的な踏切対策を図るため、高架高さや延長を抑えた連続立体交差事

業（ミニ連立）の推進、市区が施行する連続立体交差事業における地方

新規債充当率の引上げ等により支援

3)事業費のピークカット等を図るため、無利子貸付制度等の融資制度や立

替施行制度の活用を推進

4)直上施工等による鉄道高架を効率的に推進するため、必要な技術開発を

新規実施

（実施予定箇所）ＪＲ中央線（東京都三鷹市等） 等

「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱」及び「都市における道路と

鉄道との連続立体交差化に関する細目要綱」の改正（平成１９年８月９日）

①前回の改正（平成４年）から１５年が経過することに伴い、地価水準等の社会経済情勢の

変化を踏まえ、基本となる鉄道事業者の費用負担率を見直し

②事業実施箇所の地域特性を反映させるため、沿線の土地利用状況を踏まえた費用負担率を

設定（新たに措置）

③鉄道事業者による高架下利用の状況を

反映させるため、高架下利用比率に応

じた費用負担率を設定（新たに措置）

※①の基本となる費用負担率に対して、

②及び③による地域特性等を反映さ

せ、 終的な鉄道事業者の費用負担率

を設定
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○ 終的な鉄道負担率は、小数点以下を四捨五入し、１％きざみで設定。
○ 終的な鉄道負担率は基本負担率の±２％を限度。



◇連続立体交差事業に係る融資制度◇

◇立替施行制度の概要◇

（２）連続立体交差関連公共施設整備事業

施策の概要

連続立体交差事業にあわせ周辺市街地において一体的に実施する必要が

ある街路事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業について、連続立

体交差関連公共施設整備に係る事業計画を作成し、同計画に基づき総合的

に実施

（実施予定箇所）富山駅周辺地区（富山県富山市） 等

（３）踏切システムの高度化

施策の概要
連続立体交差事業等の抜本対策までに時間を要する「開かずの踏切」等

への速効対策の一環として、「賢い踏切」等の遮断時間を短縮する踏切制

御システムの高度化に係る検討を実施

平成２０年度においては、列車が踏切を通過後迅速に踏切開放を行う踏

切制御システム（列車通過検知システム）の高度化のための開発など、踏

新規切対策に資する総合的な検討を実施

◇列車通過検知システムのイメージ◇

全体事業費

◆貸付対象者：地方公共団体を通じて認定事業者
◆貸付限度額：事業者負担費の１／２以内
◆国の貸付率：地方公共団体の貸付額の１／２以内

（事業者負担費の１／４以内）
◆貸 付 期 間 ：２０年以内（５年以内の据置期間含む）

国
（道路整備特別会計）

地方公共団体

踏切道改良促進法に
基づく認定事業者

貸付 償還

貸付 償還

国・地方公共団体
約９０％

事業者負担
約１０％

融資対象範囲

＜資金の流れ＞＜制度の概要＞

無利子貸付制度 道路開発資金貸付制度

連続立体交差事業を対象として、以下の費用について道
路開発資金の貸付を実施（①、②については、開かず踏切
等を除却する事業の場合は貸付限度額等を優遇）

①連続立体交差事業として採択された事業及びその関連
事業において、鉄道事業者等が負担する費用

②連続立体交差事業として採択された事業及びその関連
事業において、 「連続立体交差事業における鉄道事業者
等による立替制度要綱」により 鉄道事業者等が地方公共
団体が負担する費用を立替える費用

③連続立体交差事業として着工準備採択された事業にお
いて、地方道路公社等が用地を先行取得する費用

◆地方公共団体と立替施行者（鉄道事業者、ＳＰＣ、第三セクター、
機構等）との間の協定に基づき、立替施行者が事業費の一部を立
て替えて事業を実施する制度。

◆立替事業費は、後年度、地方公共団体が立替施行者に返済。

＜制度の概要＞

補助金

＜事業費の資金構造＞

鉄道負担
起債

地方公共団体負担

一般財源

国：約４５％ 地方：約４５％ 鉄道：約１０％

立替範囲


